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2024 年 5 月「福島県地球温暖化防止活動推

進員の会」（県北地区）活動報告 
5 月 24 日 13 時から 16時まで福島市内のア

オウゼで県北の会の研修会が開催され，15 名が

参加しました。また，研修会の終了後，課題と

なっていた「地球温暖化防止かるた」の活用に

関する打ち合わせと今後の活動で利用するパネ

ルなどについて意見交換をしました。 

研修会報告 

1．温暖化の現状と熱中症対策 

福島県環境アドバイザー 渡邊 明さん 

本年 4 月 1 日から全

面施行された気候変動

適応法の熱中症対策実

行計画の内容や課題に

ついて報告されました。 

最初に熱中症に直接関係する温暖化の現状に

ついて報告がありました。図 1 に示すように，

2023 年 5月以降の全球の平均地上気温は，過去

85 年間で最も高い状況が継続していること，同

様の傾向は，1981 年以降における北緯 60 度～

南緯 60 度の範囲の海水面温度でも示されてお

り，海水面温度はこの間の標準偏差の 2 倍を超

える高温で推移していることが示されました。

また，欧州気候変動サービスでは，2024 年 3 月

に全球の平均地上温度が産業革命前より1.27℃

上昇したこと，さらに 2023 年 9 月には 1.76℃

上昇していて，自然の変動を除いた地上気温で

は，2033 年 7 月に 1.5℃を超える予測になるこ

となどが紹介されました。 

こうした中，国内での熱中症による死亡者数

は近年 1500 人を超える年も出現しており，増加

傾向をたどっています。熱中症は高温による気

象災害の一つであり，これまで国内における自

然災害としての対応は脆弱でしたが，今回の法

律の改定で，ようやく対策が法に定められたこ

とが示されました。 

図 2 は熱中症警戒アラートの発表開始日とな

った4月24日に出された福島県の情報提供地点

における 26 日 15 時の暑さ指数の予測結果を示

しています。福島県の情報提供地点は気象庁が

管理しているアメダス 29 地点で，標高 3.3m の

小名浜と 1220m の鷲倉も含まれています。新た

に法律で定められた熱中症特別警戒情報は「都

道府県内において，全ての情報提供地点におい

て暑さ指数の最高値が 35℃以上」になる時に発

表されることになっていますが，標高差で平均

的に約 10℃もの差のある地点が含まれる中で，
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図1 全球平均地上気温の年変化 1940年～2024年
5 月 15 日までで，黄色線は 2023 年，黒太線は 2024
年を示す。Climate Change Institute より作成 

図 2 暑さ指数の福島県の情報提供地点（左図）と福島
市の詳細エリアと予測値（右図） 
https://www.wbgt.env.go.jp/wbgt_data.php?region=0
2&prefecture=36 より引用 




